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(57)【要約】
【課題】
　　本発明の目的は、長期にわたり安定なパール光沢を維持するとともに、皮膚に対して
優れた保湿性およびバリア性を付与することができ、さらに薬剤の経皮吸収を促進するこ
とができるパール光沢を有する化粧料を提供することである。
【解決手段】
　本発明者は鋭意検討した結果、以下の方法で上記課題が解決できることを見出した。
（Ａ）ＨＬＢ値が１０～２０の範囲であり、アルキル鎖長が１０～２４の範囲である直鎖
状のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル
（Ｂ）アルキル鎖長が１４～１８の範囲である直鎖状の高級アルコール
（Ｃ）親水性２価アルコール
（Ｄ）水
を含有し、パール光沢を呈することを特徴とする化粧料。
【選択図】なし



(2) JP 2017-193531 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ＨＬＢ値が１０～２０の範囲であり、アルキル鎖長が１０～２４の範囲である直鎖
状のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル
（Ｂ）アルキル鎖長が１４～１８の範囲である直鎖状の高級アルコール
（Ｃ）親水性２価アルコール
（Ｄ）水
を含有し、パール光沢を呈することを特徴とする化粧料。
【請求項２】
　さらに（Ｅ）油分を含有する請求項１のパール光沢を呈することを特徴とする化粧料。
【請求項３】
（Ｅ）の油分がコレステロールまたはその誘導体、フィトステロールまたはその誘導体、
ラノリンまたはその誘導体、ジペンタエリトリット誘導体から選ばれる１種又は２種以上
の抱水性油分である請求項２に記載の化粧料。
【請求項４】
　さらに（Ｆ）水溶性有効成分を含む請求項１乃至３のいずれかに記載の化粧料。
【請求項５】
（Ａ）のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテルと（Ｂ）の
高級アルコールの重量比が（Ａ）：（Ｂ）が１：０．０５～２：３である請求項１乃至４
のいずれかに記載の化粧料。
【請求項６】
　製剤が化粧水、液状の美容液、または液状の浴用剤であることを特徴とする請求項１乃
至５のいずれかに記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、パール光沢のある外観を有し、温度変化などの影響を受けず長期間安定で外観
上の優位性を持続し、さらに優れた保湿機能を有し、さらに薬剤の経皮吸収性に優れた化
粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品の審美性を高めるために、パール光沢を付与する技術として、薄板状のマイカ粒
子を二酸化チタンで被覆したパール顔料や魚鱗粉、ジステアリン酸グリコールの晶析を利
用したパール化剤などが利用されている。しかしながら、原料特性上パール顔料の配合は
メイクアップ製品等に限定され、パール化剤も洗浄剤に限定的に利用されており、低粘度
の化粧水等に安定なパール光沢を付与することができなかった。また、セラミド等の結晶
性の高い成分を配合して化粧水にパール様光沢を付与する製剤技術も公開されているが、
凝集沈殿など安定性に課題があり、パール光沢感も十分なものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６７０４１号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４１７９５号公報
【特許文献３】特開２００６－２４８９２５号公報
【特許文献４】特開２００２－１２８６３９号公報
【特許文献５】特開平１１－７９９３３号公報
【特許文献６】特開昭６３－２８７７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　本発明は、長期にわたり安定なパール光沢を維持するとともに、皮膚に対して優れた保
湿性およびバリア性を付与することができ、さらに薬剤の経皮吸収を促進することができ
るパール光沢を有する化粧料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は鋭意検討した結果、以下の方法で上記課題が解決できることを見出した。
（Ａ）ＨＬＢ値が１０～２０の範囲であり、アルキル鎖長が１０～２４の範囲である直鎖
状のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル
（Ｂ）アルキル鎖長が１４～１８の範囲である直鎖状の高級アルコール
（Ｃ）親水性２価アルコール
（Ｄ）水
を含有し、パール光沢を呈することを特徴とする化粧料。
以下に具体的に説明する。
まず、（Ａ）のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテルは、
直鎖状でＨＬＢ値が１０～２０であり、アルキル鎖長が１０～２４の範囲であることが好
ましい。例示すればＰＯＥデシルエーテル、ＰＯＥラウリルエーテル、ＰＯＥミリスチル
エーテル、ＰＯＥアルキル（１２－１４）エーテル、ＰＯＥセチルエーテル、ＰＯＥオレ
イルエーテル、ＰＯＥステアリルエーテル、ＰＯＥベヘニルエーテル、ＰＯＥトリデシル
エーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰブチルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰデシルエーテル、ＰＯＥ・Ｐ
ＯＰラウリルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰミリスチルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキル（
１２－１４）エーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰセチルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰステアリルエー
テル、ＰＯＥ・ＰＯＰベヘニルエーテル、 ＰＯＥ・ＰＯＰデシルテトラデシルエーテル
等を１種又は２種以上の混合で利用できる。
【０００６】
本発明において、ＨＬＢ値は、有機概念図におけるＩＯＢ×１０で示される。前記有機概
念図におけるＩＯＢとは、前記有機概念図における有機性値（ＯＶ）に対する無機性値（
ＩＶ）の比、即ち「無機性値（ＩＶ）／有機性値（ＯＶ）」をいう。
 前記有機概念図とは、藤田穆により提案されたものであり、その詳細は、“Ｐｈａｒｍ
ａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ”， １９５４， ｖｏｌ．２， ２， ｐｐ．１６
３－１７３；「化学の領域」， １９５７， ｖｏｌ．１１， １０， ｐｐ．７１９－７２
５；「フレグランスジャーナル」， １９８１， ｖｏｌ．５０， ｐｐ．７９－８２など
で説明されている。即ち、全ての有機化合物の根源をメタン（ＣＨ４）とし、他の化合物
は全てメタンの誘導体とみなして、その炭素数、置換基、変態部、環などにそれぞれ一定
の数値を設定し、そのスコアを加算して有機性値及び無機性値を求める。この値を、有機
性値をＸ軸、無機性値をＹ軸にとった図上にプロットしていくものである。この有機概念
図は、「有機概念図－基礎と応用－」（甲田善生著、三共出版、１９８４）などにも示さ
れている。
（Ａ）のＰＯＥアルキルエーテルやＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル以外の界面活性剤も
勿論配合できるが、（Ａ）のＰＯＥアルキルエーテルやＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル
の配合量の３０重量％以下が好ましい。
（Ａ）のＰＯＥアルキルエーテルやＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテルの配合量は０．１重
量％～１０重量％が好ましく、０．３重量％～５重量％がより好ましい。
【０００７】
（Ｂ）の高級アルコールは、直鎖状でアルキル鎖長が１４～１８であることが好ましい。
例示すればミリスチルアルコール、セタノール、ステアリルアルコール、ヤシ油アルコー
ル等を１種又は２種以上の混合で利用できる。
その配合量は０．１重量％～１０重量％が好ましく、０．３重量％～３重量％がより好ま
しい。
また、アルキル鎖長が１８を越える直鎖状アルコールや分岐状高級アルコールも配合可能
であるが、種々の条件によって変化するが、アルキル鎖長が１４～１８の範囲である直鎖
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状の高級アルコールの配合量の３０重量％以下、好ましくは２０重量％以下にする。
【０００８】
　本発明のパール光沢を有する化粧料は（Ａ）と（Ｂ）を特定の含有比率で配合すること
により、パール光沢及び保存安定性を向上させることができる。すなわち（Ａ）：（Ｂ）
が１：０．０１～１:３の範囲が好ましく、１：０．０５～２:３の範囲がより好ましい。
（重量比）
【０００９】
（Ｃ）の親水性２価アルコールは、化粧品原料として使用可能であれば特に制限はない。
例示すればエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、
ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、イソプレングリコール、１，３－
プロパンジオール、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オ
クタンジオール等を１種又は２種以上の混合で利用できる。その配合量は０．１重量％～
５０重量％が好ましく、１重量％～３０重量％がより好ましい。
【００１０】
（Ｄ）の水は化粧品に使用できる水であればよく、精製水、天然水、温泉水等を１種以上
用いる。
【００１１】
（Ａ）～（Ｄ）以外の成分も配合可能である。
その1つに（Ｅ）の油分がある。油分は、化粧品原料として使用可能であれば特に制限は
ない。例示すればアボガド油、アーモンド油、オリーブ油、ゴマ油、サフラワー油、シア
脂、大豆油、ツバキ油、綿実油、パーム油、パーム核油、モクロウ、ヤシ油、牛脂、豚脂
、スクワラン、ミツロウ、カルナバロウ、鯨ロウ、ラノリン、液状ラノリン、還元ラノリ
ン、硬質ラノリン、キャンデリラロウ、モンタンロウ、セラックロウ、ライスワックス、
トリ２-エチルヘキサン酸グリセリル、トリ（カプリル・カプリン酸）グリセリル、テト
ラ２-エチルヘキサン酸ペンタエリトリット、これらの水素添加物等の各種油脂類、ロウ
類。
　コレステロール、ラノリン脂肪酸コレステリル、分岐脂肪酸（Ｃ１２－３１）コレステ
リル、イソステアリン酸コレステリル、１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル、リ
シノール酸コレステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸コレステリル、オレイン酸ジヒドロ
コレステル、ノナン酸コレステリル、酪酸コレステリル、酪酸ジヒドロコレステリル等の
コレステロールまたはその誘導体、フィトステロール、ラノリン脂肪酸フィトステリル、
イソステアリン酸フィトステリル、１２－ヒドロキシステアリン酸フィトステリル、リシ
ノール酸フィトステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル、オレイン酸フィト
ステリル等のフィトステロールまたはその誘導体、ラノリン、吸着精製ラノリン、液状ラ
ノリン、ラノリンアルコール，水素添加ラノリンアルコール、ラノリン脂肪酸等のラノリ
ンまたはその誘導体、ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペ
ンタエリスリチル、テトラ（ヒドロキシステアリン酸／イソステアリン酸）ジペンタエリ
スリチル、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、トリポリヒドロキシス
テアリン酸ジペンタエリスリチル等のジペンタエリトリット誘導体、ダイマージリノール
酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、ダイマー
ジリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、ラ
ウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、ラウロイルグルタミン
酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（オ
クチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリ
ル／ベヘニル／オクチルドデシル）、ミリストイルメチル-β-アラニン（フィトステリル
／デシルテトラデシル）等の抱水性油分。
　パラフィン、セレシン、マイクロクリスタリンワックス、オレフィンオリゴマー、流動
パラフィン、流動イソパラフィン、プリスタン、水添ポリブテン、水添ポリデセン、重質
流動イソパラフィン等の鉱物油。
ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン



(5) JP 2017-193531 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸オレイル、オレイン酸デシル、ミリス
チン酸オクチルドデシル等のエステル類。
　ビタミンＡ油、ビタミンＡパルミテート、ビタミンＡアセテート、リボフラビン、ビタ
ミンＣジパルミテート、エルゴカルシフェロール、ビタミンＥ、ビタミンＥアセテート、
ビタミンＥニコチネート等の油溶性ビタミン類。
ユーカリ油、ノバラ油、ローマカミツレ油、ウイキョウ油、ハッカ油、ベルガモット油、
ペパーミント油、スペアミント油、バジル油、タイム油、油溶性甘草エキス等の植物の油
溶性成分。
【００１２】
このなかで、コレステロールまたはその誘導体、フィトステロールまたはその誘導体、ラ
ノリンまたはその誘導体、ジペンタエリトリット誘導体等の抱水性油分は優れた保湿効果
を示し、本発明の化粧料の利用価値を高める。なお抱水性油分のなかでもラノリン脂肪酸
コレステリル、分岐脂肪酸（Ｃ１２－３１）コレステリル、イソステアリン酸コレステリ
ル、１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル、リシノール酸コレステリル、マカデミ
アナッツ油脂肪酸コレステリル、オレイン酸ジヒドロコレステル、ノナン酸コレステリル
、酪酸コレステリル、酪酸ジヒドロコレステリル等のコレステロール誘導体、ラノリン脂
肪酸フィトステリル、イソステアリン酸フィトステリル、１２－ヒドロキシステアリン酸
フィトステリル、リシノール酸フィトステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリ
ル、オレイン酸フィトステリル等のフィトステロール誘導体がより本発明の課題を解決す
ることがわかった。
　なお、コレステロール、フィトステロールを配合する場合は、他の油分も併用した方が
本発明の化粧料の利用価値を高める。
　本発明のパール光沢を有する化粧料の油分は抱水性油分を配合すると、特に優れた保湿
効果を示し好ましい。その配合量は０．０１重量％～５重量％が好ましく、０．１重量％
～１重量％がより好ましい。
【００１３】
これ以外に（Ｆ）の水溶性有効成分の配合も有効であり、本願発明は水溶性有効成分の経
皮吸収を高めることがわかった。
水溶性有効成分を例示すると、ベタイン（トリメチルグリシン）、プロリン、ヒドロキシ
プロリン、アルギニン、リジン、セリン、グリシン、アラニン、フェニルアラニン、チロ
シン、β－アラニン、スレオニン、グルタミン酸、グルタミン、アスパラギン、アスパラ
ギン酸、システイン、シスチン、メチオニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプ
トファン、ヒスチジン、タウリン、γ－アミノ酪酸、γ－アミノ－β－ヒドロキシ酪酸、
カルニチン、カルノシン、クレアチン等のアミノ酸類及びその塩並びに誘導体；ケラチン
、コラーゲン、エラスチン、コンキオリン、シルク、大豆蛋白、小麦蛋白、カゼイン等の
加水分解ペプチド或いはその水溶性誘導体；アスコルビン酸及びそのナトリウム等の塩等
のビタミンＣ類；アスコルビン酸エチルエーテル等のアスコルビン酸アルキルエーテル、
アスコルビン酸－２－グルコシド等のアスコルビン酸グルコシド及びその脂肪酸エステル
、アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム塩及びアスコルビン酸リン酸エステルマグネ
シウム塩、パルミトイルアスコルビン酸リン酸エステルナトリウム塩、リン酸トコフェリ
ルアスコルビル等のアスコルビン酸リン酸エステル塩等のアスコルビン酸誘導体；チアミ
ン塩酸塩、チアミン硫酸塩、リボフラビン、酢酸リボフラビン、塩酸ピリドキシン、フラ
ビンアデニンジヌクレオチド、シアノコバラミン、葉酸類、ニコチン酸、ニコチン酸アミ
ド等のニコチン酸類、コリン類等のビタミンＢ群類；パントテン酸、パンテニルエチルエ
ーテル、パンテノール、ビオチン等のその他ビタミン類；トコフェロールリン酸エステル
等の水溶性ビタミンＥ類；アルブチン、α－アルブチン等のヒドロキノン配糖体及びその
エステル類；コウジ酸、エラグ酸塩、トラネキサム酸塩及びその誘導体、フェルラ酸塩及
びその誘導体、プラセンタエキス、アセチルグルコサミン、グルタチオン、グリチルリチ
ン酸及びその誘導体、グリチルレチン酸誘導体、サリチル酸誘導体、ヒノキチオール、グ
アイアズレン、アラントイン、インドメタシン、カフェイン、α－リポ酸、ルチン及び配
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糖体等の誘導体；ヘスペリジン及び配糖体等の誘導体；グァバ、西河柳エキス等の各種植
物エキス等が挙げられる。
これら水溶性有効成分を目的に応じて１種以上選択する。
これ以外にも水溶性成分を配合することはなんら問題はない。
【００１４】
　上記（Ａ）～（Ｆ）以外の成分も必要に応じて配合することができる。しかしながら、
パール光沢の維持等本願発明の主旨を保つ範囲で配合することは当然である。
以下に例示すれば、
水相成分としては、ポリエチレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ペンタエリト
リトール、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、グリセルグルコ
シド等の多価アルコール類。
  塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化アルミニウ
ム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウムの無機塩類。
グリコール酸、乳酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸
二水素ナトリウム、多糖、キレート剤、防腐剤、色素等が例示され、必要に応じて配合で
きる。
【００１５】
本発明の製造方法は、プロペラミキサー、パドルミキサー、ディスパーミキサー等の乳化
機を用いて常法に従い調製可能である。すなわち、油相、水相をそれぞれ必要に応じて加
温し、撹拌しつつ油相と水相を合わせていく。
【００１６】
　本発明のパール光沢を有する化粧料は、半透明ないし白濁であってパール光沢を帯びた
外観を呈するものであり、形状は液状～乳液状が好ましく、例示すれば化粧水、乳液、美
容液、浴用剤などであるが、パール光沢を有するものであれば剤型を問わない。
【実施例】
【００１７】
次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの例示に
限定されるものではない。
【００１８】
　表１、表２に実施例及び比較例の組成と結果を示す。（なお、配合量は重量部である）
　製法は、油相、水相をそれぞれ、８０℃まで加温し、ディスパーミキサーで撹拌しつつ
水相に油相を徐々に加えたのち、冷却した。
評価は、以下の項目で行った。
（１）製造直後のパール光沢感、（２）製造直後の光学異方性、（３）１ヶ月間保存安定
性試験品（試験温度：５℃、２５℃、４０℃）におけるパール光沢感の変化、沈殿、分離
を目視観察によって評価した。
　各温度の評点の平均点を以下の基準で判定した。
【００１９】
（試験１）パール光沢感（製造直後）
　５０ｍLの透明ガラス容器にサンプルを充填し、目視によりパール光沢感の観察を行っ
た。
（評価基準）
　４：非常に強いパール光沢感がある
　３：パール光沢感がある
　２：パール光沢感があまりない
　１：パール光沢感が全くない
（判定）（評点の平均点）
　◎：３．５点以上
　○：３点以上３．５点未満
　△：２点以上３点未満
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　×：２点未満
【００２０】
（試験２）光学異方性
　５０ｍLの透明ガラス容器に充填したサンプルを、直交させた偏光板の間に置いて観察
した時の状態により光学異方性の有無を目視評価した。
【００２１】
（試験３）保存安定性
　５０ｍLの透明ガラス容器に充填したサンプルを、５℃、２５℃、４０℃の恒温槽に１
ヶ月間保管した後、それぞれのサンプルの経時変化を目視評価した。
（評価基準）
　３：直後のパール光沢感と比較してほとんど同じであり、沈殿、分離等が見られない
　２：直後のパール光沢感と比較してやや少ない、又はわずかな沈殿、分離等が見られる
が商品価値を損ねない範囲である
　１：直後のパール光沢感と比較して明らかに少ない、又は明らかな沈殿、分離等が見ら
れ商品価値を損なっている
５℃、２５℃、４０℃の評点の平均点で判定した。
（判定）（評点の平均点）
　◎：２．５点以上
　○：２点以上２．５点未満
　×：２点未満
【００２２】

【表１】

【００２３】
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【表２】

【００２４】
　表１の結果から明らかなように、実施例１～１２は製造直後のパール光沢感に優れ、保
存安定性試験におけるパール光沢感及び安定性も優れたものであった。一方、表２に示さ
れるように、パール顔料を配合した比較例１では製造直後のパール光沢は良好であったが
、保存中にパール顔料が凝集沈殿した。また、アルキル鎖長が１４～１８の高級アルコー
ルを含まない比較例２～４ではパール光沢感はほとんどないか、保存中にパール光沢が消
失し、保管温度の影響を受けやすく安定なパール光沢を維持できなかった。ＨＬＢ値が１
０以下のＰＯＥアルキルエーテルやＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテルを用いた比較例５～
７ではパール光沢は見られず、光学異方性も見られなかった。
　ＨＬＢ値は１０～２０であるが、アルキル鎖長が１０～２４の範囲である直鎖状のＰＯ
ＥアルキルエーテルやＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテルと構造が異なる界面活性剤を用い
た比較例８～１０では製造直後は僅かなパール光沢が見られたものもあるが、保存中にパ
ール光沢が消失又は分離した。
　親水性２価アルコールを配合しない比較例１１では製造直後のパール光沢も少なく、保
存中にパール光沢が消失した。比較例１２は偏光板観察で光学異方性を示しラメラ構造を
有しているが、パール光沢を示さなかった。
【００２５】
　これらの結果より、ＨＬＢ値が１０～２０の範囲でありアルキル鎖長が１０～２４の範
囲である直鎖状のＰＯＥアルキルエーテル及び／又はＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル、
アルキル鎖長が１４～１８の範囲である直鎖状の高級アルコール、親水性２価アルコール
及び水の配合が、審美感が高く安定なパール光沢を形成する必須成分であることが示唆さ
れる。
【００２６】
（試験４）保湿性試験
　実施例１、比較例１及び比較例１３の組成物を肌に塗布した場合の肌水分量を皮表角層
水分量測定装置により測定した。（ｎ＝１１、２１±２℃、ＲＨ４５±１０％、SKICON-2
00EX（IBS社製）
　水分量は塗布前の測定値を１とした数値で表した。結果を図１に示す。
　なお、比較例１３は、実施例１の油分（オレイン酸ジヒドロコレステリル、ノナン酸コ
レステリルの等量混合物の代わりに水に置換えを行って製剤を調製した。比較例１３は油
分を含まないが、α－ゲル構造を形成しパール光沢を呈している。）
【００２７】
　図１より明らかなように、実施例1では比較例１及び比較例１３に比べて各層水分量が
高く、長時間にわたって保湿力が持続する傾向が見られた。すなわち、本発明のパール光
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て有用性が高いことが示された。
【００２８】
（試験５）水分保持機能試験
　実施例１、比較例１及び比較例１３の組成物を塗布したメンブランフィルターで水を入
れた容器の口を覆い、低湿度環境下で容器内の水の重量を測定開始時と４８時間後を測定
し、重量変化を見た。水分蒸散抑制率は組成物無塗布品の水分喪失量から試験品塗布品の
水分喪失量を差し引いたものを、無塗布品の水分喪失量で割った１００分率で表した。結
果を図２に示す。
【００２９】
　図２より明らかなように、比較例１では水分蒸散抑制は見られないが、実施例１では比
較例１３と比較しても顕著な水分蒸散抑制効果が確認された。すなわち、本発明のパール
光沢を有する化粧料は審美性に優れるとともに、肌への水分付与効果及び肌の水分保持機
能にも優れ、化粧品として有用性が高いことが示された。
【００３０】
（試験６）経皮吸収性
　２．０cm角のＹｕｃａｔａｎ　ｍｉｃｒｏ－ｐｉｇ皮膚切片に試験品を５０mg塗布し、
緩衝生理食塩水で湿らせた濾紙を敷いたシャーレーに保管し、３２℃のインキュベーター
内に４時間保管し、経皮吸収を行った。経皮吸収終了後、皮膚切片の表面に塗布した試験
品をキムワイプで拭き取り除去し、さらにセロハンテープで皮膚表面を３回剥離操作した
。その後、６０℃で７０秒加熱し、表皮をピンセットで採取した。採取した表皮を３ｍＬ
の移動相に入れて、一晩振盪抽出を行った。抽出液中のグリチルリチン酸ジカリウムを高
速液体クロマトグラフィーで測定した。高速液体クロマトグラフィーの測定は、以下の条
件で測定した。
カラム：オクタデシルシリル化シリカゲル、移動相：リン酸二水素カリウム/アセトニト
リル、検出方法：紫外線吸収、検出波長：２５４ｎｍ。
　試験品は実施例１及び比較例１の組成物を用いて実験した。結果を図３に示す。
【００３１】
　図３より明らかなように、実施例1では比較例１に比べて高い経皮吸収性を示した。す
なわち、本発明のパール光沢を有する化粧料は審美性に優れるとともに、保湿機能に優れ
、さらに有効成分の肌への経皮吸収性に優れ、化粧品として有用性が高いことが示された
。
【００３２】
　層状構造体（α－ゲル）の確認は、公知の方法で行うことができる。例示すれば、実施
例２についてＸ線散乱測定を行ったところ、小角領域においてラメラ構造に由来する繰り
返しの散乱パターンが得られるとともに、広角領域において六方晶系に特有の鋭い単一ピ
ークの散乱像を示し、α－ゲル構造をとっていることが示唆された。また、凍結割断レプ
リカを用いた透過型電子顕微鏡観察によって層状構造が観察された（図４）。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】（試験４）保湿性試験の結果で横軸に塗布後の時間（分）、縦軸に塗布前の皮膚
水分値を１として変化率を示した。
【図２】（試験５）水分保持機能試験の結果である。
【図３】（試験６）経皮吸収性の実施例１と比較例１の結果であり、縦軸はＧＫ２（グリ
チルリチン酸ジカリウム）の表皮１ｇ当たりの吸収量(mg）を示す。
【図４】実施例２の凍結割断レプリカを用いた透過型電子顕微鏡写真。
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